
組合を通報先とする公益通報の概要 
 

令和７年４月１日現在内容 

１ 内部通報 

 内部通報は、組合の職員等が、組合行政運営にかかる法令違反行為について通報するもの

です。通報を受理した場合は、必要な調査を行い、通報された法令違反行為があるときは、

その是正など適当な措置を採ります。 

 

（１）内部通報することができる人 

・組合の地方公務員法第３条第２項に規定する一般職の職員 

・組合の地方公務員法第３条第３項第３号に規定する臨時または非常勤の職員 

・組合と請負契約その他の契約に基づいて事業を行う人及び当該事業に従事する人 

・組合の公の施設に係る地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者が行う公

の施設の管理の業務に従事する人 

・通報の日前１年以内に上記に掲げる人であった人 

 

（２）内部通報することができる内容 

組合行政運営にかかる法令（条例、規約、規則及び規程を含む。）に違反する行為の

事実 

 

（３）内部通報の方法 

 通報窓口は、総務課です。原則として、書面または電子メールにより通報してください。 

 

２ 外部通報 

 外部通報は、民間事業者に勤務する労働者等が、その事業者における法令違反行為につい

て、当該通報する法令違反行為についての処分または勧告等を行政機関等に通報するもので

す。通報を受理した場合は、必要な調査を行い、通報された法令違反行為があるときは、そ

の是正など適当な措置を採ります。 

 

（１）外部通報することができる人 

 公益通報者保護法第２条第１項各号に掲げる人が対象です。 

・労働基準法第９条に規定する労働者または通報の日前１年以内に当該労働者であった

者 

・労働者派遣法第２条第２号に規定する派遣労働者または通報の日前１年以内に当該派

遣労働者であった者 

・事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、または行って

いた場合において、当該事業に従事し、または通報の日前１年以内に従事していた労

働者もしくは労働者であった者または派遣労働者もしくは派遣労働者であった者 

・役員（事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合にお

いて、当該事業に従事する役員が当該他の事業者について通報する場合を含む。） 



 

（２）外部通報することができる内容 

 公益通報者保護法第２条第３項に規定する通報対象事実（組合が処分または勧告等を

する権限を有するものに限る。）が対象です。具体的には、労務提供先において、国民

の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為の事実もしく

は過料の理由とされる事実または最終的に刑罰または過料につながる行為が生じ、また

はまさに生じようとしている事実です。 

 

（３）外部通報の方法 

 通報窓口は、通報の対象となる法令違反行為についての処分または勧告等を所管する課

又は消防署です。所管する課等が不明な場合は、総務課を経由して通報することもできま

す。原則として、書面または電子メールにより通報してください。 

組合以外の行政機関が当該行為について処分または勧告等を所管している場合は、当該

行為について処分または勧告等を所管する行政機関に通報してください。 

 



 上 越 地 域 消 防 局 

 〒９４３-０１７１        

  上越市大字藤野新田３３０番地１ 

   ＴＥＬ ０２５－５４５－０１１９

        （代表） 
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          ＦＡＸ  ０２５－５４５－０２３１ 
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指令統制課 ＴＥＬ  ０２５－５４５－０２２８ 
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消防防災課 ＴＥＬ ０２５－５４５－０２２９ 
           ＦＡＸ  ０２５－５４５－０２３１ 
    E-mail bosai@shobo.joetsu.niigata.jp

                       
 
予 防 課 ＴＥＬ  ０２５－５４５－０２３０ 
           ＦＡＸ  ０２５－５４５－０２３１ 
     E-mail yobou@shobo.joetsu.niigata.jp

   （上越消防署） 
  〒９４３-０１７１ 
    上越市大字藤野新田３３０番地１ 

ＴＥＬ ０２５－５４４－０１１９ 
ＦＡＸ ０２５－５４４－１１２５ 

E-mail joetsu@shobo.joetsu.niigata.jp

 
 

 （名立分遣所） 
  〒９４９-１６０２ 
  上越市名立区名立大町３６５番地１

ＴＥＬ ０２５－５３７－２３０１ 
ＦＡＸ ０２５－５３７－２３０２ 

E-mail nadachi@shobo.joetsu.niigata.jp

  （上越南消防署） 
  〒９４３-０８２４ 
     上越市北城町１丁目１６番１号 

ＴＥＬ ０２５－５２５－１１９８ 
ＦＡＸ  ０２５－５２５－１２０２ 

E-mail minami@shobo.joetsu.niigata.jp

  
 

 （高士分遣所） 
  〒９４３-０４２３ 

上越市大字高津４２４番地の２ 

ＴＥＬ ０２５－５２８－４０４４ 
ＦＡＸ ０２５－５２８－３１５４ 

E-mail takasi@shobo.joetsu.niigata.jp

  （新井消防署） 
  〒９４４-００１８ 
   妙高市諏訪町１丁目７番８号 

ＴＥＬ ０２５５－７２－７１１９ 
ＦＡＸ ０２５５－７２－２２３４ 

E-mail arai@shobo.joetsu.niigata.jp 

  （頸北消防署） 
  〒９４９-３２１６ 
   上越市柿崎区柿崎６３１番地の２ 

ＴＥＬ ０２５－５３６－６１１９ 
ＦＡＸ ０２５－５３６－２２７４ 

E-mail keihoku@shobo.joetsu.niigata.jp

   （頸南消防署） 
  〒９４９-２１０２ 
   妙高市大字田切６２９番地 

ＴＥＬ ０２５５－８６－３１１９ 
ＦＡＸ ０２５５－８６－４２００ 

E-mail keinan@shobo.joetsu.niigata.jp 

  （東頸消防署） 
  〒９４２-０４１５ 
   上越市安塚区松崎６３９番地 

ＴＥＬ ０２５－５９２－０１１９ 
ＦＡＸ ０２５－５９２－３０８９ 

E-mail tokei@shobo.joetsu.niigata.jp 

通報先一覧


